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令和３年５月３１日  

 

安城市長 神 谷  学 様 

 

 安城市市民参加推進評価会議 

  会 長  加 藤 研 一 

 

令和３年５月２６日に市民参加推進評価会議の書面表決をし、令和２年度におけ

る市民参加対象事項の取組実績に対する評価結果をまとめましたので報告します。 

 

１ 市民参加の対象について 

  安城市市民参加推進条例（以下「条例」といいます。）の条例第６条で規定さ

れる次の４項目について審議を行いました。 

（１）条例の制定または改廃 

（２）計画の策定または変更 

（３）制度の導入または改廃 

（４）公共施設の設置に係る計画等の策定または変更 

 

２ 市民参加の方法について 

  条例第７条で規定される、市が市民参加を求める場合の市民参加の方法及び条

例第８条で規定される、意思決定前の適切な時期に、対象事項の内容を考慮して

次に掲げる項目のうち１以上の方法により適切に行われていることを審議しまし

た。 

（１）審議会等（市民が参加する合議制の会議） 

（２）パブリックコメント 

（３）市民説明会 

（４）ワークショップ 

 

３ 評価結果 

  令和２年度に市が取り組んだ市民参加対象事項について、次の評価基準を基に

評価会議としての評価をしました。結果は次のとおりです。 

 

《評価基準》 

評価基準 評価内容 

(1)予定どおり実施されて

いたか 
○：予定どおり 

△：おおむね予定 

どおり 

×：予定どおり 

でない 

(2)市民参加の回数等は

十分であったか 
○：十分である 

△：おおむね十分

である 
×：十分でない 

(3)市民の意見を反映さ

せていたか 
○：反映していた 

△：おおむね反映 

していた 

×：反映してい 

ない 
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№ 対象事項 評価結果 担当課 

１ 自治基本条例の改定 

(1) 〇 

健幸=ＳＤＧｓ課 (2) △ 

(3) △ 

２ 安城市ＤＸ推進計画の策定 

(1) △ 

経営情報課 (2) △ 

(3) △ 

３ 
安城市国土強靱化地域計画の

策定 

(1) △ 

危機管理課 (2) △ 

(3) △ 

４ 安城市障害者福祉計画の策定 

(1) 〇 

障害福祉課 (2) △ 

(3) 〇 

５ あんジョイプラン９の策定 

(1) 〇 

高齢福祉課 (2) 〇 

(3) 〇 

６ 
安城市企業立地推進計画の策

定 

(1)  

商工課 (2) △ 

(3) 〇 

７ 
第２次安城市環境基本計画の

策定 

(1) 〇 

環境都市推進課 (2) △ 
(3) △ 

８ 
第２次安城市雨水マスタープ

ランの策定 

(1) 〇 

土木課 (2) △ 
(3) △ 

９ 
安城市建築物耐震改修促進計

画の策定 

(1) △ 

建築課 (2) △ 
(3) △ 

10 
第４次安城市生涯学習推進計

画の策定 

(1) 〇 

生涯学習課 (2) △ 
(3) △ 

11 安城市文化振興計画の策定 

(1) 〇 

文化振興課 (2) 〇 
(3) 〇 
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４ 対象事項への意見等 

№1 対象事項名 自治基本条例の改定（健幸=ＳＤＧｓ課） 

【事業の概要】 

安城市自治基本条例第２６条の規定により、５年に１度の検証を実施する。  

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

令和元年度６回に至る審議会を経て、２

年度パブリックコメントが予定どおり実

施されており問題ないが、提出者が１名

というのは改善の余地があります。 

（市民協働課） 

市民に関心をもっていただけるよう、パブ

リックコメントの認知度向上に努めます。 

パブリックコメント提出者が一人という

のは、十分ではないです。市民が参加し

ない理由を考えてほしいです。 

審議会６回開催されているが、市民理解

という点では啓発活動が次年度への期待

になっているのではないでしょうか。 

市民に関心をもっていただけるよう広報に

力を入れて取り組んでまいります。 

想定件数に至らなかったこと、条例の内

容に応じた意見が出てこなかった理由を

検証し、改善につなげてほしいです。 

市民に関心をもっていただくとともに、市

民に分かりやすいものとなるよう広報に力

を入れて取り組んでまいります。 

本条例は市の最高規範であることを考え

れば、よりわかりやすい標記、表現に

し、市民が親しみやすくするのも重要で

あると思います。意見は法制執務的であ

るから意見反映の必要はない。で片付け

られてしまうと、ますます自治基本条例

が市民感覚から遠くなり、周知されない

と感じます。 

市民に条例の理解がされやすいよう逐条解

説を作成しておりますので、今後はこの周

知に取り組んでまいります。 

一方、条例の改正に当たっては法制執務上

のルールに則る必要があることをご理解く

ださい。 
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№2 対象事項名 安城市ＤＸ推進計画の策定（経営情報課） 

【事業の概要】官民データ活用推進基本法第９条に基づき計画を策定する。 

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

他のアンケートの有効活用は有益な手法

と考えますが、パブコメ提出０はＰＲに

改善の余地があります。 

計画策定を行うにあたり、他のアンケート

やｅモニターの活用に加え、より幅広い意

見を聴くためパブリックコメントを実施し

ました。 

また、安城市官民データ活用推進計画とし

てパブリックコメントを行いましたが、意

見募集期間中に国において自治体ＤＸ推進

計画が策定されたため、安城市ＤＸ推進計

画へと修正を行い、令和３年４月に改めて

パブリックコメントを実施しております。 

パブリックコメント提出者が０というの

は、十分ではないです。市民が参加しな

い理由を考えてほしいです。 

（市民協働課） 

市民に関心をもっていただけるよう、パブ

リックコメントの認知度向上に努めます。 

アンケートの調査方法が変更されてます

が、それによって意見が偏ったりしてい

ないでしょうか。 

他のアンケートやｅモニターの活用に加

え、意見の偏りを少なくし、より幅広い意

見を聴くため、パブリックコメントを実施

しました。 

「広く市民の意見を聴く」そして具体的

にという観点が希薄に感じられます。今

年度に期待します。  

計画自体に変更が生じたため、令和３年４

月に改めて安城市ＤＸ推進計画としてパブ

リックコメントを実施しております。個別

の事業を進めるにあたっては、利用者等の

声や意見を反映できるよう努めます。 

当初予定のないパブリックコメントまで

行ったが意見０件で、アンケート、ｅモ

ニターの配布数が不明、-部では十分かど

うか評価できません。しかもＤＸ計画の

ために行ったものでないとの注記があ

り、これでは実績として認められないと

思います。 

当初は個別のアンケートによる意見集約を

行う予定をしていましたが、他のアンケー

トやｅモニターの活用に加え、より幅広い

意見を聴くためパブリックコメントを実施

しました。 

また、安城市官民データ活用推進計画とし

てパブリックコメントを行いましたが、意

見募集期間中に国において自治体ＤＸ推進

計画が策定されたため、安城市ＤＸ推進計

画へと修正を行い、令和３年４月に改めて

パブリックコメントを実施しております。 
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№3 対象事項名 安城市国土強靱化地域計画の策定（危機管理課） 

【事業の概要】 

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本

法」（平成２５年法律第９５号）に基づき、安城市国土強靱化地域計画を策定する。 

意 見 回 答 

現行の防災会議では、地域計画の策定を

審議するには限界があります。ただし、

自主防災会で地区防災計画を策定する過

程で見えてくることもあると思います。 

国土強靱化地域計画は、本市の地域強靱を

進めていく上で最も重要な計画であるた

め、本市の防災行政における重要機関であ

る防災会議にて意見を伺いました。一方で

地区防災計画は地域の自助共助に資するこ

とを目的とした計画であり、令和３年度か

ら作成を支援しています。地区防災計画の

作成過程で得られた地区の知見や課題につ

いて、行政の取組みで改善できるものがあ

れば国土強靱化地域計画に反映できるよう

検討していきたいと考えております。 

コロナ禍でワークショップ未実施は残念

です。「体制が整えば」ではなく、知恵

を出してワークショップはやってほしい

です。 

国土強靱化地域計画の策定にあたり、国予

算の重点化・要件化の関係から、計画策定

までの期限が令和２年夏までと短期間であ

ったことに加え、コロナ禍の状況を考慮

し、ワークショップに代えてパブリックコ

メントや意見募集の実施とさせていただき

ました。 

減災まちづくり研究会参加団体が配布数

及び回収数が不充分です。コロナ禍だか

らこそ、研究会中止でも意見を集めるこ

とが重要です。 

上記のとおり、安城市減災まちづくり研究

会への意見募集は全体の約７割強に相当す

る６０団体に送付しています。また、意見

募集のアンケートは回答必須ではなく、意

見等がある方に回答していただく形式で実

施しました。 

防災会議の年度毎の実績が無しとは理解

できません。設置根拠が法律・条例で決

められているにもかかわらず実績が無い

のは、税金の無駄遣い、行政の怠慢では

ないですか。また、幹事会を２回、作業

部会を４回開催とありますが、減災まち

づくり研究会は開催されておらず、市民

の意見が反映されたとは思えません。し

かも、意見募集も予定の７８部が２０

部、回収率９０％が５％では話になりま

せん。 

国土強靱化地域計画の策定にあたり、毎年

度毎の防災会議の開催実績は求められてお

りません。一方で、安城市地域防災計画に

ついては災害対策基本法第４２条に規定に

基づいて安城市防災会議が作成しており、

この計画の策定・修正においては年度毎に

防災会議の開催実績があります。 

また、安城市減災まちづくり研究会は国土

強靱化地域計画作成のための審議会ではな

く、本市の防災減災の向上に活動いただい

ている団体として意見を伺いました。な

お、意見照会については回答必須ではな

く、意見等がある方に回答していただく形

式で実施しました。 
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意見募集については、令和２年度３月の調

査では配布実績を２０としていましたが、

実際は６０であったため訂正します。 

コロナの為、アンケートから意見募集メ

ールに切り替えたと思われますが配布予

定数が７８から２０と激減しているのが

気になります。 

令和２年度３月の調査では配布実績２０と

していましたが、実際は６０であったため

訂正します。 

委員の男女比がアンバランスではないで

しょうか。 

増員ではなく比率の改善を検討していきた

いと考えております。 

女性委員を増員してほしいです。 安城市防災会議の構成人数については安城

市防災会議条例で上限が規定されておりま

すので、増員ではなく比率の改善を検討し

ていきたいと考えております。 
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№4 対象事項名 安城市障害者福祉計画の策定（障害福祉課） 

【事業の概要】 

障害者基本法第１１条及び障害者総合支援法第８８条並びに児童福祉法第３３条に基づ

き安城市障害者福祉計画を策定する。 

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

女性委員を増員してほしいです。 策定委員は外部の愛知労働局(ハローワー

ク）、衣浦東部保健所等に依頼する分があ

り男女比は均等化できない場合がありま

す。公募委員の選出の際には男女共同参画

が図られるよう引き続き配慮していきま

す。 

“意見集約”を考えれば、パブリックコ

メントは複数回必要であると思います。 

計画素案の作成に時間が必要なため、パブ

リックコメントの実施は、年度の後期で実

施しております。時間的な制約から複数回

の実施は行っておりませんが、自立支援協

議会や関係団体等懇話会を通じて、関係者

や当事者の皆さま等広くご意見をいただけ

るよう努めております。 

審議会、パブリックコメントとも予定通

りで、意見の反映もあり十分であると思

います。ただ、パブリックコメントの意

見が７件あったのに策定委員会が１回の

みであったのは残念です。 

パブリックコメントでいただいたご意見は

策定委員会の中で十分に議論されるよう努

めてまいります。 

令和元年度のアンケートに続き、令和２

年度のパブリックコメントも成果が上が

っています。審議会もコンスタントに開

催。作業部会が機能している結果といえ

ます。 

 

周知方法に福祉に関係する場所が追加さ

れている点はよいと思いました。 

 

 

 

  



8 

№5 対象事項名 あんジョイプラン９の策定（高齢福祉課） 

【事業の概要】 

介護保険法１１７条及び老人福祉法２０条の８に基づき、高齢者に関する福祉施策全般

の方針となる「高齢者福祉計画」及び介護保険事業運営の基本となる「介護保険事業計

画」を策定する。 

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

“引き続きテーマを絞ったアンケート”

を実施してはと思います。 

アンケートについては、高齢者の生活実態を

把握するために必要な質問項目を設定し、適

切に実施していきます。 

介護家族や地域のあり方などのテーマも

あり、専門職のワーク以外にも、市民・

家族を中心とした回があってもよかった

のではないでしょうか。 

ワークショップについては、専門職や現場

の方の意見を取り入れることにより、既存

事業をより効率的に運用することを主な目

的として開催しました。 

一般市民からの意見については、アンケー

ト調査により収集できていると考えており

ますが、今後、ワークショップのテーマに

よっては一般市民・家族を中心とした回の

開催も検討します。 

審議会、パブリックコメント、ワークシ

ョップとも予定通りで、意見の反映もあ

り十分であると思います。ただ、ワーク

ショップの人数が予定より１０人少ない

のに市民公募がなかったのは残念です。 

令和元年度のアンケート成果に続き、２

年度審議会、パブリックコメントも、ワ

ークショップも多数参加で実績を上げて

いると思います。 

 

「アンケート調査で４０歳以上の市民か

らの意見をとり入れ計画に反映する努

力」素晴らしいことです。やる気がでま

した。 
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№6 対象事項名 安城市企業立地推進計画の策定（商工課）  

【事業の概要】 

総合計画に定める土地利用構想の実現を図るため、工業用地に関する土地利用計画の指

針を策定する。 

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

企業、農業関係者だけでなく広く市民の

意見を聞くために、パブリックコメント

に加えアンケートの実施が必要ではない

でしょうか。 

本計画は、既に定めのある総合計画の土地

利用構想を具体化したものです。 

そのため、市民の皆様へはアンケートでは

なく、パブリックコメントという形で意見

聴取をさせていただきました。 

パブリックコメント、コーディネーター

に企業訪問。農業委員会での意見聴取も

多数実施され、「現場の声」の吸い上げ

につないでいます。 

 

パブリックコメント、ヒアリングとも予

定通りで、意見の反映もあり十分である

と思います。 

 

 

 

№7 対象事項名 第２次安城市環境基本計画の策定（環境都市推進課）  

【事業の概要】 

安城市環境基本条例第９条に基づき、第２次環境基本計画を策定する。 

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

“第２次基本計画”が定まったので具体

化のためにも、ワークショップの活用を

重視して下さい。 

公募選出の市民の方をはじめ、市民団体や

関係機関の代表が委員となっている環境審

議会において意見を求め、計画の推進に努

めてまいります。 

基本方針なので市民ワークショップは不

要と書かれていますが、主旨から市民が

次世代との対話が必要と感じます。 

今後、環境施策の推進にあたり、意見聴取

が必要な場合は、ワークショップなどを含

めた手法を検討してまいります。 

審議会の男女の比率がアンバランスでは

ないでしょうか。  

次回の委員選出時には、女性比率の向上に

努めてまいります。 

令和元年度のアンケートに続き、２年度

パブリックコメント・審議会も開催でき

ています。 

 

審議会、パブリックコメントとも予定通

りで、意見の反映もあり十分であると思

います。 
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№8 対象事項名 第２次安城市雨水マスタープランの策定（土木課） 

【事業の概要】 

現行の安城市雨水マスタープランは、令和２年度で計画期間が満了するため、これまで

取り組んできた雨水対策の課題を整理した上で、最新の知見や市民等の意見を参考に、

第２次安城市雨水マスタープランを策定する。 

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

女性委員を増員してほしいです。 次期プラン策定時に検討します。 

 審議会の男女の比率がアンバランスでは

ないでしょうか。 

令和元年度のアンケートに続き、２年度

パブリックコメント４人から提出あり。

審議会も３回開催されています。 

 

審議会の予定２回のところ３回、パブリ

ックコメントも予定５件のところ、４人

６件あり十分であると思います。 

 

 

 

№９ 対象事項名 安城市建築物耐震改修促進計画の策定（建築課）  

【事業の概要】 

耐震改修促進法第６条に基づき、愛知県建築物耐震改修促進計画及び安城市地域防災計

画との整合性のある計画として策定する。 

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

主旨から高年層の意見聴取がしやすい工

夫も必要だったと思われます。 

６０代が全体の９．０％、７０代が全体の

７．２％となっており、高年層の方も回答

いただいています。 

当初予定のパブリックコメントが、国土

強靭化計画のパブリックコメントが実施

されたのでｅモニターに代えたとありま

すが、ブロック塀について多くの意見が

出たことを見ても本計画に対する関心は

高いと考えられます。計画通り独自にパ

ブリックコメントを実施すべきだったと

思います。 

耐震化の促進は、建築物耐震改修促進化計

画の上位計画に位置する国土強靭化計画に

記載され、パブリックコメントも実施され

ています。今回は、市民参加の手法をｅモ

ニター制度に変更したことで、ブロック塀

に関する多くの意見を聴取できたと考えて

います。 

パブリックコメントについては、他部の

パブリックコメントで代替しているが、

ｅモニターでは多数の回収につながって

おり問題ないと思います。 
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№10 対象事項名 第４次安城市生涯学習推進計画の策定（生涯学習課）  

【事業の概要】 

教育基本法第１７条２項に基づき、第４次安城市生涯学習推進計画を策定する。 

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

作業部会から提案を受けた生涯学習プロ

グラムは、計画策定又は推進においてど

う扱われているのでしょうか。 

作業部会から提案を受けたプログラムは計

画推進の一部として、計画期間内の実施に

向けて他の事業と調整を図りながら検討し

てまいります。 

審議会、パブリックコメント、ワークシ

ョップと予定通り実施され問題ないと思

いますが、ワークショップ拡大作業部会

が開催されておらず、人数も予定より少

ない１８人のみで行われており残念で

す。(予定になかったｅモニターで十分な

意見の収集ができたのであれば良いので

すが、気になります。)  

拡大作業部会では、市民団体に所属されて

いる方に多くお集りいただき、意見をいた

だく予定をしておりましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止のため、大人数

でのワークショップは中止とさせていただ

きました。今回の通常ワークショップにも

市民団体所属の方に参加をいただいてお

り、ｅモニターを含めて市民団体の意見も

収集はできたとは考えております。 

令和元年度のアンケートは低回収率に止

まりましたが、２年度の審議会、ワーク

ショップ、ｅモニターは成果がでている

と思います。 

 

 

 

№11 対象事項名 安城市文化振興計画の策定（文化振興課）  

【事業の概要】 

安城市の文化振興を推進する計画を策定する。 

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

令和元年度のｅモニター・審議会に続

き、２年度もパブリックコメント・審議

会開催で、意見の反映もされています。 

 

審議会、パブリックコメントとも予定通

りで、意見の反映もあり十分であると思

います。 
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 市民参加の推進全般に関するご意見等 

質 問 ・ 意 見 等 回 答 

いくつかの計画で、新型コロナウイルス

感染拡大防止で審議会、委員会を行わな

かったとありましたが、国でも市の他の

審議会でも十分な対策を講じて開催して

います。新型コロナウイルスを理由に安

易に市民参加の機会を奪うことの無いよ

う、オンラインや衝立を設置する、三密

を回避して適切に換気を行うなど、知見

に基づく対策を行って市民参加の機会を

なくさないように実施していただきたい

と思います。 

（市民協働課） 

感染拡大を考慮し、中止をした審議会や委

員会もありましたが、書面開催等、市民参

加の機会を減らさないよう努めてまいりま

した。今後も、市民の皆様の安全を第一に

考えつつ、万全の対策を講じ、市民参加を

推進していきます。 

女性の立場から必要な意見を出して頂け

るよう女性委員を３０％～５０％にして

ほしいです。市民の意が十分出る広報の

仕方又いろいろな方法で意見を出し合え

る場を提供していただき、市民一人一人

の声をしっかり吸い上げて、施策に反映

し、市民の意見を聞いて、それをもとに

計画作りができるといいと思います。 

（市民協働課） 

第４次安城市男女共同参画プランでは、法

令・条例に基づく審議会等における女性委

員の割合の目標値（令和５年度）を３０．

４％に設定しており、令和３年４月１日時

点では３２．２％と目標値を達成している

状況です。 

今後も引き続き女性委員の登用及び市民参

加を推進していきます。 

パブリックコメントの認知度向上にどの

ように努められるかお聞かせください。 

（市民協働課） 

公民館等の公共施設において、啓発用の掲

示物を用いるなど、効果的なＰＲに取り組

みます。 

ぜひ女性委員の比率改善お願い致しま

す。 

 

コロナ禍にはありましたが、ほぼ予定を

こなし、実績を上げてきていると思いま

す。 
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６ 市民参加推進評価会議について 

  市民参加推進評価会議（以下「評価会議」といいます。）は、条例の運用、市民参加

の実施状況の評価、市民参加の推進評価などを行うため設置されたものです。委員は、

２年間の任期で、１０名で構成されています。 

 

 氏 名 職  名 区 分 

会長 加藤 研一 安城市町内会長連絡協議会 会長 公共的団体 

副会長 前田 末子 さんかく２１・安城  市民団体 

委員 浅井 紀博  

公募市民 

〃 蓮池 弓子  

〃 古居 敬子  

〃 松﨑 興治郎  

〃 三島 知斗世 
特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ 

副理事長 
学識経験者 

〃 大見 礼恵 
安城商工会議所青年部 

安城元気フェスタ 特別委員長 
公共的団体 

〃 山下 眞志 
安城市市民協働サポータークラブ 

副会長 
市民活動団体 

〃 神谷 輝幸 
特定非営利活動法人地球温暖化対策地域協議会 

エコネットあんじょう 理事長 

（任期：令和元年６月 1 日～令和３年５月３１日） 


